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十
三
世
紀
蹴
鞠
に
お
け
る
「
序
破
急
」
の
展
開

―
楽
曲
構
成
の
理
想
型
か
ら
芸
能
進
行
の
概
念
へ
―

湯
　
書
華

は
じ
め
に

「
序
破
急
」
は
日
本
芸
道
論
に
お
い
て
、
芸
能
の
進
行
の
流
れ
を

表
す
概
念
の
一
つ
で
あ
り
、
も
と
も
と
は
楽
曲
の
構
成
を
表
す
概
念

で
あ
っ
た
。
雅
楽
で
は
、「
序
」「
破
」「
急
」
は
各
楽
章
の
名
称
で

あ
り
、「
序
」
は
明
確
な
拍
節
を
持
た
な
い
点
が
特
徴
で
あ
る
。
そ

し
て
「
破
」
は
緩
や
か
な
拍
子
の
楽
章
、「
急
」
は
早
い
拍
子
の
楽

章
を
示
す（

（
（

。
し
か
し
、
後
年
「
序
破
急
」
は
雅
楽
の
み
な
ら
ず
、
蹴

鞠
、
連
歌
、
能
、
そ
し
て
香
道
、
立
花
、
浄
瑠
璃
、
歌
舞
伎
な
ど
、

複
数
の
芸
能
の
理
論
書
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る（

（
（

。

佐
々
木
香
織
氏
は
論
文
「
序
破
急
概
念
の
変
遷
―
世
阿
弥
『
拾
玉

得
花
』
を
中
心
に
―（

（
（

」
で
時
系
列
順
に
「
序
破
急
」
と
い
う
語
を
用

い
た
史
料
を
確
認
し
て
い
る
。
そ
の
整
理
の
結
果
、「
序
破
急
」
が

蹴
鞠
へ
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
が
、
こ
の
概
念
が
音
楽
の
分
野
を
超

え
て
他
の
芸
能
へ
応
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で

あ
り
、「
序
破
急
」
概
念
の
変
遷
史
に
お
け
る
重
要
な
節
目
で
あ
る

こ
と
を
示
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
節
目
を
め
ぐ
る
研
究
は
、
佐
々
木

氏
お
よ
び
一
部
の
蹴
鞠
研
究
を
除
け
ば
、
そ
の
後
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ

て
い
な
い
。
ま
た
、
佐
々
木
氏
な
ど
の
先
行
研
究
の
論
点
に
つ
い
て

も
、
再
検
討
す
べ
き
点
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、「
序
破
急
」
が
音
楽
か
ら
蹴
鞠
へ
取
り
入
れ
ら
れ
た
起
点

を
探
る
に
は
、
十
三
世
紀
以
前
の
音
楽
に
お
け
る
こ
の
用
語
の
意
味

を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
佐
々
木
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期

の
音
楽
に
お
け
る
「
序
破
急
」
は
単
に
「
序
」「
破
」「
急
」
と
い
う

そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
楽
章
名
の
連
語
に
す
ぎ
ず
、
ま
だ
「
一
連
の
展

開
」
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
「
一
連

の
展
開
」
と
し
て
の
「
序
破
急
」
が
初
め
て
登
場
す
る
の
は
蹴
鞠
書（

（
（

で
あ
る
と
、
佐
々
木
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
稿
第
一

章
で
述
べ
る
と
お
り
、
楽
書
や
大
嘗
会
芸
能
の
関
係
資
料
を
精
査
す

れ
ば
、
こ
の
時
期
の
「
序
破
急
」
は
す
で
に
楽
曲（

（
（

の
構
成
に
お
け
る

理
想
型
の
一
つ
と
し
て
音
楽
家
に
追
求
さ
れ
て
お
り
、
単
な
る
楽
章
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名
の
連
と
は
い
え
な
い
。

次
に
、
佐
々
木
氏
は
蹴
鞠
書
に
お
け
る
「
序
破
急
」
の
初
出
が
正

応
四
年
（
一
二
九
一
）
前
後
に
成
立
し
た
蹴
鞠
書
『
内
外
三
時
抄
』

で
あ
る
と
考
え
い
る
。
し
か
し
、
渡
辺
融
氏
が
『
蹴
鞠
の
研
究
―
公

家
鞠
の
成
立
―（

（
（

』
で
指
摘
し
た
と
お
り
、
宝
治
二
（
一
二
四
八
）
年

以
前
に
成
立
し
た
蹴
鞠
書
『
一
巻
書
』
で
、「
序
破
急
」
は
す
で
に

鞠
会
進
行
の
流
れ
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
、
佐
々
木
氏
は
鞠
足
（
鞠
を
す
る
人
々
）
が
な
ぜ
音
楽
の
概
念

「
序
破
急
」
を
蹴
鞠
に
導
入
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
考
察
し
て
い
な

い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
蹴
鞠
の
研
究
で
以
下
の
よ
う
な
見
解
が

示
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
渡
辺
融
氏
（『
蹴
鞠
の
研
究
』
一
二
○
頁
）
は
、

十
二
世
紀
の
鞠
会
で
は
「
序
破
急
」
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
な

か
っ
た
も
の
の
、
実
質
的
に
音
楽
の
「
序
破
急
」
が
指
し
示
す
テ
ン

ポ
の
変
化
（
緩
か
ら
急
へ
、
静
か
ら
動
へ
）
に
類
似
し
た
順
序
で
進
行

し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
類
似
性
が
鞠
足
た
ち
に
よ
る
「
序

破
急
」
移
入
の
契
機
と
な
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

鞠
足
が
こ
の
よ
う
な
概
念
の
遷
移
を
可
能
に
し
た
背
景
に
は
、
相

当
な
音
楽
的
素
養
が
あ
っ
た
と
想
定
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

村
戸
弥
生
氏
は
『
遊
戯
か
ら
芸
道
へ
―
日
本
中
世
に
お
け
る
芸
能
の

変
容
―
』
で
蹴
鞠
と
舞
楽
の
関
係
に
注
目
し
、
蹴
鞠
の
足
踏
に
つ
い

て
の
口
伝
が
舞
楽
か
ら
学
ん
だ
部
分
が
あ
る
こ
と
、
鞠
足
に
は
藤
原

成
通
の
よ
う
な
舞
楽
に
精
通
す
る
人
が
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま

た
、
村
戸
氏
は
蹴
鞠
が
頻
繁
に
舞
楽
や
管
絃
と
一
緒
に
享
受
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
も
指
摘
し
、「
舞
楽
（
管
絃
）
は
蹴
鞠
の
後
、
同
日
中

に
同
じ
場
に
お
い
て
よ
く
行
わ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る（

（
（

。

し
か
し
、
舞
楽
と
は
舞
と
そ
れ
に
伴
う
音
楽
の
両
方
を
含
む
、
左

舞
（
唐
楽
）・
右
舞
（
高
麗
楽
）
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
管
絃
と
は
舞
を
伴
わ
な
い
唐
楽
と
催
馬
楽
の
音
楽
会
で
あ

る
。「
舞
楽
」
と
「
管
絃
」
が
同
じ
く
「
雅
楽
」
の
範
疇
に
属
す
る

と
は
い
え
、
十
二
・
十
三
世
紀
に
は
両
者
は
演
奏
ス
タ
イ
ル
、
使
用

楽
器（

（
（

、
演
奏
者
な
ど
、
多
方
面
で
異
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、

「
舞
楽
（
管
絃
）」
と
い
う
表
現
は
概
念
の
混
乱
を
招
く
。
た
と
え

ば
、
村
戸
氏
が
著
書
九
一
頁
の
注
五
七
に
挙
げ
た
、「
蹴
鞠
が
舞
楽

（
管
絃
）
と
同
日
中
に
同
じ
場
で
行
わ
れ
た
」
例
は
、
実
際
に
は
ほ

と
ん
ど
が
管
絃
の
例
で
あ
る
。
鞠
足
の
音
楽
的
素
養
を
検
討
す
る
に

は
、
舞
楽
よ
り
も
む
し
ろ
管
絃
の
方
が
重
要
で
は
な
い
か
と
い
う
の

が
筆
者
の
考
え
で
あ
る
。
具
体
的
な
考
察
は
第
二
章
に
譲
る
。

な
お
、
後
述
す
る
よ
う
に
「
序
破
急
」
は
十
三
世
紀
以
前
に
す
で

に
楽
曲
構
成
の
一
つ
の
理
想
型
と
し
て
音
楽
家
の
脳
裏
に
成
立
し
て

い
た
と
言
え
る
が
、
そ
れ
を
正
式
に
説
明
し
た
楽
書
の
初
出
は
、
管

見
の
限
り
で
は
元
禄
二
（
一
六
八
九
）
年
の
『
楽
家
録
』
で
あ
る（

（
（

。

「
序
破
急
」
概
念
を
頭
に
置
く
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
伝
書
に
正
式

に
記
し
、
意
味
を
解
釈
し
た
こ
と
自
体
が
、
一
つ
の
重
要
な
達
成
と

認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
な
ぜ
蹴
鞠
書
が
楽
書
よ
り
も
早
く
、
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十
三
世
紀
に
こ
の
達
成
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
に
つ
い
て
、

先
行
研
究
で
は
特
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
本
稿
で
は
第
三

章
で
そ
れ
を
検
討
す
る
。

最
後
に
、
蹴
鞠
に
導
入
さ
れ
た
後
も
、「
序
破
急
」
と
い
っ
た
概

念
の
意
味
は
引
き
続
き
発
展
し
て
い
っ
た
。
十
三
世
紀
末
の
蹴
鞠
書

に
お
け
る
「
序
破
急
」
の
意
味
の
重
層
化
を
第
四
章
で
考
察
す
る
。

一　

十
一
・
十
二
世
紀
の
音
楽
に
お
け
る
「
序
破
急
」
概
念

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
「
序
」「
破
」「
急
」
と
い
う
用
語
は
、
も

と
も
と
は
雅
楽
の
楽
章
の
名
前
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
が
、
十
一
世

紀
に
は
す
で
に
雅
楽
の
分
野
を
超
え
て
、
大
嘗
会
辰
日
・
巳
日
風
俗

歌
舞
の
次
第
を
表
す
用
語
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
本
来
、
大
嘗
会
辰
日
・
巳
日
風
俗
歌
舞
の
内
容
は
、
地
方

か
ら
上
京
し
た
歌
人
と
歌
女
が
奏
す
る
土
風
歌
舞
で
あ
っ
た
が
、

『
大
嘗
会
悠
紀
主
基
詠
歌（

（1
（

』
に
よ
れ
ば
、
十
世
紀
末
の
例
か
ら
歌
わ

れ
る
和
歌
の
歌
題
に
「
破
」
や
「
急
」
と
い
っ
た
雅
楽
の
楽
章
名
が

見
え
、
さ
ら
に
、
長
和
元
年
の
三
条
天
皇
大
嘗
会
（
一
〇
一
三
年
一
月
）

以
降
、
辰
日
・
巳
日
風
俗
歌
舞
の
和
歌
の
配
列
順
が
基
本
的
に
「
辰

日
『
参
入
音
声
』『
楽
破
』『
楽
急
』『
退
出
音
声
』、
巳
日
『
参
入
音

声
』『
楽
破
』『
楽
急
』『
退
出
音
声
』」
に
固
定
化
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
現
象
は
、
大
嘗
会
辰
日
・
巳
日
風
俗
歌
舞
の
上

演
次
第
が
「
参
入
音
声
―

破
―

急
―

退
出
音
声
」
に
定
型
化
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。

し
か
し
、
特
例
で
は
あ
り
な
が
ら
、
ご
く
少
数
の
年
に
大
嘗
会
辰

日
・
巳
日
風
俗
歌
舞
の
一
部
が
「
参
入
音
声
―

序
―

破
―

急
―

退
出
音

声
」
の
次
第
に
従
っ
て
上
演
さ
れ
て
い
た
。『
大
嘗
会
悠
紀
主
基
詠

歌
』
に
よ
る
と
、
後
朱
雀
天
皇
の
長
元
九
（
一
○
三
六
）
年
大
嘗
会

の
辰
日
の
悠
紀
方
の
歌
舞
に
は
「
参
入
音
声
―

序
―

破
―

急
―

退
出
音

声
」
の
次
第
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
『
中
右
記（

（1
（

』
天

仁
元
（
一
一
○
八
）
年
十
一
月
二
十
四
日
条
の
裏
書
か
ら
、
鳥
羽
天

皇
の
大
嘗
会
の
辰
日
主
基
方
の
歌
舞
が
「
参
入
音
声
―

序
―

破
―

急
―

退

出
音
声
」
の
次
第
を
採
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

大
嘗
会
風
俗
歌
舞
を
制
作
す
る
流
れ
は
、『
袋
草
紙（

（1
（

』（
保
元
年
間
、

一
一
五
六
〜
一
一
五
九
年
頃
）
上
巻
「
大
嘗
会
の
歌
の
次
第
」
に
記
さ

れ
て
い
る
。

先
づ
国
よ
り
所
々
の
名
を
行
事
に
注
進
し
、
も
つ
て
作
者
の
許

に
下
す
。
作
者
は
便
宜
の
所
々
を
撰
び
お
の
お
の
禁
忌
を
避
く
べ
し

、
こ

れ
を
諷
詠
し
、
行
事
所
の
弁
に
進
る
。
風
俗
歌
を
も
つ
て
楽
所

に
下
す
。
こ
れ
を
も
つ
て
人
々
楽
を
作
る
。

こ
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
大
嘗
会
の
風
俗
歌
舞
に
お
け
る
和
歌
や
音

楽
の
制
作
は
、
ま
ず
準
備
段
階
で
悠
紀
国
・
主
基
国
に
あ
た
る
国
郡
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が
卜
定
さ
れ
、
そ
の
後
、
和
歌
作
者
が
こ
れ
ら
の
国
郡
に
あ
る
名
所

に
つ
い
て
の
和
歌
を
作
成
し
、
さ
ら
に
楽
所
が
そ
の
和
歌
を
参
考
に

音
楽
を
作
る
、
と
い
う
流
れ
で
進
め
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
大
嘗
会
風

俗
歌
舞
に
用
い
ら
れ
る
音
楽
は
、
大
嘗
会
の
た
び
に
新
た
に
作
ら
れ

た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
参
入
音
声
―

序
―

破
―

急
―

退
出
音
声
」
の

次
第
を
採
る
こ
と
は
、
当
時
の
作
曲
家（

（1
（

が
「
序
破
急
」
を
一
連
の
楽

曲
に
お
け
る
理
想
的
な
流
れ
の
型
の
一
つ
と
し
て
追
求
す
る
考
え
が

生
じ
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
理
想
型
が
同
時
期
の
音
楽
家
の
頭
に
存
在
し
て
い
た
他
の
証

に
つ
い
て
は
、『
教
訓
抄
』
巻
三
「
万
秋
楽（

（1
（

」
条
に
記
さ
れ
た
藤
原

忠
実
（
一
〇
七
八
―
一
一
六
二
）
の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

万
秋
楽
、
序
一
帖
、
拍
子
二
十
六
。
破
六
帖
、
拍
子
各
十
八
。

（
中
略
）。

知
足
院
禅
定
殿
下
ノ
御
説
云
、「
竜
花
三
会
曲
、
出
世
成
道
ノ

説
。
謂
二
あ
あ
之
弥
勒
仏
説
一
也
。
序
三
半
帖
、
初
会
宛
ツ
。

破
吹
一
・
二
・
三
帖
、
中
会
宛
。
急
吹
四
・
五
・
六
帖
、
後
会

宛
。
如
レ
此
ワ
カ
チ
テ
、
内
院
ニ
ハ
奏
ナ
ル
ベ
シ
。
又
、
九
品

ノ
浄
土
ニ
ワ
カ
チ
タ
ラ
ム
モ
、
目
出
カ
リ
ナ
ム
」
ト
ゾ
被
レ
仰

ケ
ル
。

本
来
「
万
秋
楽
」
は
「
序
―
破
」
構
成
の
曲
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

藤
原
忠
実
に
よ
れ
ば
、「
万
秋
楽
」
は
竜
花
三
会
の
曲
で
あ
る
。
も

と
も
と
の
「
序
」
を
三
つ
の
半
帖
（
一
帖
半（

（1
（

）
と
し
て
、
竜
花
三
会

の
初
会
に
当
た
る
。
次
の
「
破
」
の
一
・
二
・
三
帖
は
緩
や
か
な
拍

子
で
吹
き
、
竜
花
三
会
の
中
会
に
当
て
る
べ
き
で
あ
る
。「
破
」
の

四
・
五
・
六
帖
は
「
急
」
の
よ
う
に
早
い
拍
子
で
吹
き
、
竜
花
三
会

の
後
会
に
当
て
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
資
料
か
ら
、
忠
実
が

「
万
秋
楽
」
を
演
奏
す
る
際
に
、
テ
ン
ポ
の
変
化
に
注
意
を
払
い
、

本
来
「
序
―

破
」
の
二
段
構
成
で
あ
っ
た
「
万
秋
楽
」
を
、
あ
た
か

も
「
序
―

破
―

急
」
の
三
段
構
成
で
あ
る
か
の
よ
う
に
演
奏
し
よ
う
と

し
た
こ
と
が
分
か
る
。

二　

蹴
鞠
が
「
序
破
急
」
を
取
り
入
れ
た
理
由

（
一
）
楽
曲
と
鞠
会
の
流
れ
の
類
似
性

以
上
の
資
料
か
ら
、「
序
破
急
」
が
音
楽
に
お
い
て
、
す
で
に
楽

曲
構
成
の
一
つ
の
理
想
型
と
し
て
音
楽
家
の
頭
に
存
在
し
て
い
た
こ

と
が
う
か
が
え
る（

（1
（

。
つ
ま
り
、
佐
々
木
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
な
蹴
鞠

書
が
独
自
に
「
一
連
の
展
開
と
し
て
の
序
破
急
」
を
生
み
出
し
た
と

す
る
見
解
よ
り
も
、
こ
の
概
念
が
す
で
に
音
楽
に
存
在
し
、
そ
の
後

蹴
鞠
へ
移
入
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
こ
の
音
楽
の
概
念
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
蹴
鞠
に
取
り
入

れ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
解
く
手
が
か
り
は
、
す
で
に
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渡
辺
氏
（『
蹴
鞠
の
研
究
』
一
二
○
頁
）
が
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、
音

楽
に
お
け
る
「
序
破
急
」
が
示
す
テ
ン
ポ
の
変
化
と
鞠
会
の
進
行
の

流
れ
と
の
類
似
性
に
見
出
せ
る
。
楽
曲
構
成
の
理
想
型
と
し
て
の

「
序
破
急
」
は
テ
ン
ポ
が
緩
や
か
な
も
の
か
ら
速
い
も
の
へ
進
展
す

る
変
化
を
表
し
て
い
る
。
一
方
、
鞠
会
に
お
け
る
「
序
破
急
」
の
意

味
は
、『
一
巻
書（

（1
（

』
で
は
こ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

一　

序
破
急
事

蹋
鞠
者
、
專
用
二
此
說
一
也
。
謂
フ

レ
序
ト

者
、
始
ノ

鞠
高
ト々

閑
ニ

蹴
放
シ
、

深
ク

可
二
立
乙
入
一
木
之
下
ニ

甲
。
謂
フ

レ
破
ト

者
、
次
ニ

懸
鞠

於
木
々
、
面
白
ク

翫
テ

、
盡
シ

レ
曲
ヲ

於
足
々
成
レ
興
也
。
謂
フ

レ
急

者
、
終
ノ

數
鞠
之
也
、
下
鞠
高（

（1
（

ク
不
シ
テ

レ
懸
レ
木
、
而
兩
三
足
ノ

後
渡
二
人
許
一
也
。

つ
ま
り
、
鞠
会
の
始
め
の
頃
は
「
序
」
の
段
で
あ
り
、
こ
の
段
で
は

鞠
長た

け
（
鞠
を
蹴
上
げ
る
高
さ
）
を
高
く
し
て
、
木
の
下
に
深
く
引
き

入
っ
て
静
か
に
蹴
る
の
が
良
い
。「
破
」
の
段
で
は
、
木
に
向
け
て

面
白
い
技
巧
を
出
し
て
蹴
る
の
が
良
い
。「
急
」
の
段
で
は
、
鞠
を

蹴
上
げ
る
回
数
を
数
え
て
、
そ
の
回
数
を
増
や
す
べ
き
で
あ
る
。
ま

た
、
鞠
長
を
低
く
し
て
、
自
分
が
二
回
か
三
回
蹴
っ
た
後
、
人
に
鞠

を
渡
す
べ
き
で
あ
る
。
総
じ
て
言
え
ば
、
緩
か
ら
急
へ
、
静
か
ら
動

へ
、
と
い
う
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
鞠
会
の
流
れ
は

「
序
破
急
」
の
示
す
テ
ン
ポ
の
変
化
に
類
似
し
て
い
る
。

で
は
、
鞠
足
た
ち
は
ま
ず
「
序
破
急
」
と
い
う
概
念
を
頭
に
持
っ

て
い
た
た
め
、
鞠
会
の
流
れ
を
人
為
的
に
「
緩
か
ら
急
へ
、
静
か
ら

動
へ
」
と
規
定
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
前
に
述
べ
た
と
お
り
、「
序
破

急
」
の
蹴
鞠
書
に
お
け
る
初
出
は
十
三
世
紀
の
『
一
巻
書
』
で
あ

る
。『
一
巻
書
』
よ
り
古
い
蹴
鞠
書
『
蹴
鞠
口
伝
集
』（
一
一
四
七
〜

四
八
年
、
以
下
『
口
伝
集
』
と
略
す
）、『
蹴
鞠
簡
要
抄
』（
時
期
不
詳（

（1
（

）、

『
蹴
鞠
略
記
』（
一
二
○
九
年
）
に
は
、「
序
破
急
」
と
い
う
用
語
が
見

当
た
ら
な
い
。『
口
伝
集
』
で
は
鞠
会
の
次
第
が
こ
の
よ
う
に
書
か

れ
て
い
る
（
下
線
は
筆
者
）。

一　

晩
景
の
ま
り
の
事
（
上
・
一
六
四（

（2
（

）

景
忠
云
、
資
方
云
、
は
じ
め
よ
り
興
に
入
ぬ
る
は
み
く
る
し
き

な
り
、
晩
景
に
の
ぞ
み
て
心
を
つ
く
し
て
侍
る
よ
き
也
、⋯

⋯

一　

晩
景
の
鞠
う
け
と
る
事
（
上
・
一
六
五
）

式
云
、
大
貮
説
云
、
其
日
の
ふ
る
き
上
手
と
る
べ
し
、
よ
く
〳
〵

い
た
り
て
か
た
き
な
き
時
の
し
わ
ざ
な
り
、
其
作
法
は
日
入
ほ

ど
、
ま
り
の
か
ず
お
ほ
く
あ
が
り
て
興
あ
る
時
、
其
ま
り 

三
度
あ
げ
て
後
、
か
た
ひ
ざ
を
つ
き
て
袖
に
う
け
て
と
る 

也
、⋯

⋯

つ
ま
り
、
鞠
会
の
始
ま
り
の
頃
に
い
き
な
り
興
に
入
る
の
は
見
苦
し
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く
、
日
の
暮
れ
る
頃
に
な
っ
て
か
ら
力
を
尽
く
す
べ
き
で
あ
る
。
ま

た
、
日
の
暮
れ
る
頃
に
鞠
を
蹴
上
げ
る
回
数
を
増
や
し
、
鞠
会
が
盛

り
上
が
る
時
に
鞠
を
袖
で
受
け
取
る
（
鞠
会
を
終
了
さ
せ
る
）
べ
き
で

あ
る
と
い
う
。

渡
辺
融
氏
（『
蹴
鞠
の
研
究
』
一
二
○
頁
）
が
指
摘
し
た
と
お
り
、
十

二
世
紀
の
鞠
会
は
、「
序
破
急
」
と
い
う
用
語
を
使
わ
な
い
も
の
の
、

す
で
に
「
緩
か
ら
急
へ
、
静
か
ら
動
へ
」
の
順
序
に
従
っ
て
い
た
可

能
性
が
高
い
。
渡
辺
氏
に
よ
れ
ば
、
蹴
鞠
の
よ
う
に
激
し
い
動
き
を

伴
う
運
動
に
お
い
て
は
、
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
会
の
は
じ
め
か
ら
一
○
○

パ
ー
セ
ン
ト
の
動
き
を
で
き
る
と
は
常
識
的
に
考
え
ら
れ
な
い
と
い

う
。
つ
ま
り
、「
緩
か
ら
急
へ
、
静
か
ら
動
へ
」
と
い
う
流
れ
は
、

「
序
破
急
」
な
ど
既
成
の
理
念
に
よ
り
決
め
ら
れ
た
わ
け
で
な
く
、

蹴
鞠
の
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
の
特
性
に
よ
っ
て
、
自
然
に
成
立
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
鞠
会
の
流
れ
が
楽
曲
構
成
の
概
念

「
序
破
急
」
と
類
似
性
が
見
ら
れ
る
た
め
に
、
十
三
世
紀
の
鞠
足
た

ち
は
、
音
楽
か
ら
「
序
破
急
」
の
概
念
を
借
り
て
、
鞠
会
の
流
れ
を

表
す
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
鞠
足
た
ち
の
音
楽
的
素
養

『
蹴
鞠
の
研
究
』
の
八
頁
（
書
誌
情
報
は
本
稿
注
六
）
に
よ
れ
ば
、
蹴

鞠
は
本
来
、
身
分
を
問
わ
ず
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て

い
た
が
、
院
政
時
代
（
十
一
世
紀
末
～
十
二
世
紀
末
）
以
降
、
貴
族
が

主
導
す
る
形
で
、
公
家
社
会
の
し
き
た
り
や
生
活
信
条
に
適
合
し
た

新
た
な
様
式
が
確
立
さ
れ
、
以
後
支
配
的
な
様
式
に
な
っ
た
と
い

う
。
渡
辺
氏
は
こ
れ
を
「
公
家
鞠
」
と
呼
ん
で
お
り
、
本
論
文
で
も

そ
の
呼
称
を
用
い
た
い
。

さ
て
、
公
家
鞠
が
そ
の
様
式
を
確
立
す
る
過
程
に
お
い
て
、
舞
楽

に
学
ん
だ
部
分
が
あ
る
こ
と
を
村
戸
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。
例
え

ば
、『
教
訓
抄
』
巻
七
「
舞
出
入
作
法
」（
思
想
大
系
本
一
三
七
頁
）
に

は
舞
楽
の
足
踏
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

手
ヲ
合
ス
ル
事
モ
、
延
立
落
居
事
モ
、
太
鼓
ノ
拍
子
ニ
ア
ワ
ス

ベ
キ
ナ
リ
。
歩
行
事
モ
、
鞨
鼓
ノ
拍
子
ニ
踏
合
ト
心
ザ
ス
ナ

リ
。

『
蹴
鞠
口
伝
集
』
に
も
類
似
す
る
教
え
が
見
え
る
。

師
説
云
、
大
股
に
て
常
に
右
の
足
を
浮
か
べ
て
踏
む
な
り
。
鞠

に
あ
は
ぬ
折
も
、
足
を
踏
み
返
し
し
て
浮
か
び
て
、
踏
み
と
ど

め
て
立
つ
べ
か
ら
ず
。
立
ち
浮
か
び
て
徘
徊
す
べ
き
也
。
鞨
鼓

拍
子
に
踏
む
也
。（
上
・
四
七
・「
足
踏
の
事
」）

師
説
云
、
先
右
足
を
踏
み
て
、
次
に
左
を
鞠
に
む
か
へ
て
、
右

の
足
に
鞠
を
あ
て
て
、
ど
う
、
と
鳴
ら
す
、
太
鼓
の
声
也
。
是

を
三
拍
子
と
い
ふ
也
云
々
。（
上
・
四
八
・「
三
拍
子
事
」）
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右
の
引
用
に
言
う
「
師
」
と
は
藤
原
成
通
（
一
○
九
七
〜
一
一
五
九
出

家
）
の
こ
と
で
あ
る
。
成
通
が
蹴
鞠
の
動
作
の
コ
ツ
を
音
楽
の
リ
ズ
ム

に
結
び
つ
け
て
説
明
し
て
い
る
点
や
、『
教
訓
抄
』「
舞
出
入
作
法
」
に

類
似
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る（

（2
（

こ
と
か
ら
、
蹴
鞠
の
口
伝
が
舞
楽
に
学

ん
だ
部
分
が
あ
る
と
す
る
村
戸
氏
の
見
解
は
首
肯
す
べ
き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
鞠
会
の
流
れ
を
表
す
「
序
破
急
」
概
念
も
、
舞
楽
の

知
識
か
ら
直
接
導
入
さ
れ
た
も
の
と
類
推
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
か
。

村
戸
氏
は
「
序
破
急
」
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
こ

と
を
検
証
し
て
い
く
。

第
一
章
で
説
明
し
た
と
お
り
、
十
一
世
紀
に
「
序
破
急
」
概
念
は

す
で
に
舞
楽
以
外
の
音
楽
活
動
（
大
嘗
会
辰
日
・
巳
日
風
俗
歌
舞
）
に
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
佐
々
木
香
織
氏
（
本
稿
注
三
）

が
指
摘
し
た
と
お
り
、
十
三
世
紀
の
辞
書
『
名
語
記（

（2
（

』
に
は
「
管
絃

舞
楽
ニ
序
破
急
ア
リ
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
次
の
表
で
は
十
一
世
紀
末
か
ら
十
三
世
紀
に
か
け
て
、

公
家
社
会
で
、
鞠
会
の
前
後
に
舞
楽
や
管
絃
（
史
料
に
よ
っ
て
絲
竹
・

御
遊（

（2
（

と
表
記
す
る
場
合
が
あ
る
）
を
開
催
し
た
記
録
を
集
め
て
い
る
。

「
遊
興
」
と
い
う
項
目
の
下
で
並
ん
で
い
る
名
詞
の
順
は
、
当
日
の

実
際
に
行
っ
た
遊
興
の
順
に
一
致
す
る
。
こ
の
表
か
ら
、
貴
族
の
生

活
に
お
い
て
、
舞
楽
よ
り
も
管
絃
の
ほ
う
が
頻
繁
に
蹴
鞠
と
と
も
に

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
公
卿
や
殿
上
人
が
管
絃
や

蹴
鞠
を
自
ら
楽
し
ん
で
い
た
一
方
で
、
舞
楽
に
つ
い
て
は
、
多
く
の

公
家
日
記
で
は
担
当
者
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。

た
だ
し
、
少
な
く
と
も
舞
人
の
身
分
を
確
認
し
て
み
た
い
。
荻
美

津
夫
氏（

（2
（

が
指
摘
し
た
と
お
り
、
十
一
世
紀
に
入
る
と
宮
廷
の
相
撲
・

競
馬
・
賭
射
・
騎
射
な
ど
の
儀
式
の
舞
楽
は
次
第
に
多
・
狛
と
い
っ

た
地
下
楽
家
か
ら
舞
人
が
だ
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
十
一
世
紀
末
に

は
ほ
ぼ
彼
ら
が
独
占
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
、
御
賀
で
は
殿
上

人
が
舞
を
舞
う
が
、
彼
ら
は
ほ
と
ん
ど
堂
上
家
出
身
の
若
年
者
で
あ

り
、
衛
府
の
四
位
・
五
位
程
度
の
官
職
を
持
っ
て
い
た（

（2
（

。
ま
た
、
御

賀
で
は
童
舞
も
行
わ
れ
、
そ
こ
で
堂
上
家
の
童
が
舞
を
担
っ
て
い

た
。
要
す
る
に
、
堂
上
家
出
身
者
が
舞
楽
の
舞
人
と
な
る
の
は
、
ご

く
一
部
（
御
賀
な
ど（

（2
（

）
の
場
合
に
限
ら
れ
、
し
か
も
主
と
し
て
若
年

者
の
み
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

な
お
、
蹴
鞠
で
舞
楽
の
足
踏
の
リ
ズ
ム
感
を
学
ん
だ
成
通
は
『
文

机
談
』『
教
訓
抄（

（2
（

』
の
両
方
に
登
場
す
る
ほ
ど
、
管
絃
と
舞
楽
の
音

楽
に
精
通
す
る
人
物
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
管
見
の
限
り
で
は
、
そ

の
弟
子
で
あ
る
藤
原
頼
輔
（
一
一
一
二
〜
一
一
八
六
）
や
、
頼
輔
の
子

孫
で
後
に
蹴
鞠
道
家
と
し
て
発
展
し
た
難
波
家
や
飛
鳥
井
家
の
人
々

の
中
に
は
、
こ
れ
ほ
ど
舞
楽
の
知
識
を
持
つ
人
物
は
い
な
い
。
一
方

で
、
彼
ら
の
中
に
は
管
絃
に
秀
で
た
人
物
が
少
な
く
な
い
。『
秦
箏

相
承
血
脈
』
に
お
い
て
、
頼
輔（

（2
（

は
箏
を
相
伝
し
た
と
記
さ
れ
る
。
頼

輔
の
孫
で
飛
鳥
井
家
を
立
て
た
飛
鳥
井
雅
経
（
一
一
七
○
〜
一
二
二
一
）
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は
篳
篥
の
達
人
で
、
そ
の
孫
・
雅
有
（
一
二
四
一
〜
一
三
○
一
）
は
和

琴
の
上
手
で
あ
る（

（2
（

。

要
す
る
に
、
十
三
世
紀
前
半
の
公
家
鞠
足
が
「
序
破
急
」
に
接
触

日
付

典
拠

場
所
・
行
事
＊

遊
興

舞
楽
・
鞠
・
管
絃
（
絲
竹
・
御
遊
）
を
す
る
人
の
身
分
＃

＊�

特
に
行
事
が
な
い
場
合
は
記
さ
な
い
。

＃�

こ
こ
で
の
「
殿
上
人
」
は
、
公
卿
ま
た
は
殿
上
人
の
家
に
出
自
を
持
ち
、
当
時
五
位
以
上
の
官
職
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
人
物
を
指
す
。
昇
殿
の
勅
許
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、

詳
細
な
考
証
を
行
っ
て
い
な
い
。

寛
治
七
（
一
○
九
三
）
年

三
月
十
一
日

中
右
記
、

後
二
条
師
通
記

高
陽
院
中
宮
御
方

小
弓
、
鞠
、
絲
竹
、
朗

詠

＜

鞠＞

【
公
卿
・
殿
上
人
】
藤
原
公
実
、
藤
原
基
忠
、
藤
原
能
実
、
ほ

か
殿
上
人
六
ま
た
は
七
人
。【
地
下
】
藤
原
行
綱
、
源
盛
長
、
源
俊
兼
。

＜

絲
竹＞

【
公
卿
・
殿
上
人
】
藤
原
師
通
、
源
師
忠
、
藤
原
公
実
、
藤

原
公
定
、
藤
原
宗
通
、
源
家
俊
、
藤
原
宗
忠
。

康
和
元
（
一
○
九
九
）
年

三
月
一
日
、
三
月
十
七

日
、
三
月
二
十
八
日
、
四

月
三
日

後
二
条
師
通
記

（
紙
幅
の
た
め
四
月

三
日
を
例
に
）

斎
院
令
子
内
親
王
御

所

小
弓
、
鞠
、
管
絃
、
和

歌

＜

鞠＞

殿
上
人
以
下
。
具
体
は
不
明
。

＜

管
絃＞

不
明
。

長
治
二
（
一
一
○
五
）
年

閏
二
月
廿
日
、
廿
一
日

殿
暦

中
右
記

藤
原
忠
実
第
の
馬
場
二
十
日
：
鞠
、
管
絃

二
十
一
日
：
鞠
、
管
絃
、

今
様

＜

鞠＞

【
公
卿
・
殿
上
人
】
藤
原
忠
実
、
藤
原
家
忠
、
藤
原
経
実
、
藤

原
能
実
、
源
国
信
、
藤
原
忠
教
、
ほ
か
殿
上
人
一
ま
た
は
二
人

＜

管
絃＞

不
明
。

天
永
二
（
一
一
一
一
）
年

二
月
十
四
日

殿
暦

鳥
羽
殿

小
弓
、
鞠
、
御
遊
、
朗

詠

＜

鞠＞

藤
原
忠
通
以
下
。
具
体
は
不
明
。

＜

御
遊＞

【
公
卿
・
殿
上
人
】
藤
原
宗
忠
、
藤
原
忠
通
、
藤
原
忠
教
、

藤
原
信
通
、
藤
原
伊
通
、
源
雅
定
。【
地
下
】
忠
光
（
苗
字
は
考
証
を

待
つ
）。

永
久
二
（
一
一
一
四
）
年

二
月
十
日
・
十
一
日

御
遊
抄

殿
暦

小
六
条
殿
・
朝
覲
行

幸

十
日
：
舞
楽

十
一
日
：
鞠
、
御
遊

＜

舞
楽＞

不
明
。

＜
鞠＞

殿
上
人
二
ま
た
は
三
人
。

＜
御
遊＞

【
天
皇
・
公
卿
・
殿
上
人
】
藤
原
宗
忠
、
源
雅
定
、
鳥
羽
天

皇
、
藤
原
信
通
、
藤
原
敦
兼
、
源
基
綱
、
藤
原
忠
実
、
藤
原
伊
通
。【
地

下
】
地
下
五
人
、
具
体
は
不
明
。

し
た
ル
ー
ト
は
舞
楽
に
限
ら
れ
な
い
。
彼
ら
は
管
絃
を
は
じ
め
と
す

る
さ
ま
ざ
ま
な
音
楽
活
動
を
通
じ
て
音
楽
的
素
養
を
得
て
、「
序
破

急
」
の
概
念
を
蹴
鞠
に
導
入
し
た
の
だ
ろ
う
。

71



永
久
四
（
一
一
一
六
）
年

二
月
十
九
日
・
廿
日

御
遊
抄

殿
暦

白
河
殿
・
朝
覲
行
幸
十
九
日
：
舞
楽
・
御
遊

廿
日
：
鞠
・
舞
楽

＜

舞
楽＞

不
明
。

＜

鞠＞

殿
上
人
、
具
体
は
不
明
。

＜

御
遊＞

【
公
卿
・
殿
上
人
】
藤
原
宗
忠
、
源
有
賢
、
藤
原
宗
能
、
源

雅
定
、
藤
原
忠
教
、
藤
原
信
通
、
藤
原
忠
実
、
藤
原
伊
通
。【
地
下
】

地
下
召
人
あ
り
。
具
体
は
不
明
。

不
明
（
参
加
者
の
生
卒
年

か
ら
推
測
：
一
一
二
○
〜

一
一
三
九
年
頃
）

口
伝
集
（「
庭
ま

り
の
事
」
条
）

不
明

鞠
、
管
絃
、
今
様

＜

鞠＞

【
公
卿
・
殿
上
人
】
藤
原
忠
教
、
藤
原
忠
基
、
藤
原
教
長
、
難

波
頼
輔
。

＜

管
絃＞

【
公
卿
・
殿
上
人
】
藤
原
忠
教
、
源
有
賢
、
藤
原
忠
基
。

安
元
二
（
一
一
七
六
）
年

三
月
四
日
〜
六
日

安
元
御
賀
記

玉
葉

御
遊
抄

法
住
寺
殿
・
後
白
河

法
皇
五
十
歳
御
賀

四
日
：
舞
楽
・
御
遊

五
日
：
御
遊
・
鞠

六
日
：
舞
楽
・
御
遊

四
日＜

舞
楽＞

【
殿
上
人
】
藤
原
頼
実
、
平
維
盛
、
平
清
経
、
藤
原
公

時
、
藤
原
成
宗
、
藤
原
隆
房
、
源
雅
賢
、
平
時
家
、
源
顕
信
な
ど
。【
地

下
】
多
忠
節
な
ど
。

＜

御
遊＞

【
公
卿
・
殿
上
人
】
源
資
賢
、
平
維
盛
、
九
条
兼
実
、
藤
原

師
長
、
源
雅
賢
、
藤
原
実
国
、
藤
原
隆
季
、
藤
原
定
能
。

五
日＜

御
遊＞

【
公
卿
・
殿
上
人
】
紙
幅
の
た
め
に
略
す
。

＜

鞠＞

【
殿
上
人
】
難
波
頼
輔
、
藤
原
実
宗
、
平
重
衡
、
藤
原
定
能
、

藤
原
親
信
、
藤
原
泰
通
、
平
維
盛
、
平
清
経
、
源
有
房
、
源
雅
賢
、
平

親
宗
、
藤
原
経
房
、
平
通
盛
な
ど
。

六
日＜

舞
楽＞

【
殿
上
人
】
平
維
盛
、
藤
原
隆
房
な
ど
。【
地
下
】
狛

光
近
、
多
忠
節
な
ど
。

＜

御
遊＞

【
天
皇
・
公
卿
・
殿
上
人
】
高
倉
天
皇
な
ど
。

建
仁
二
（
一
二
○
六
）
年

三
月
三
日

猪
隈
関
白
記

平
等
院
・
平
等
院
一

切
経
会
で
舞
を
催

す
。
夜
に
近
衛
基
通

第
で
鞠
を
行
う
。

舞
楽
、
鞠

不
明

弘
長
三
（
一
二
六
三
）
年

二
月
十
四
〜
十
六
日

御
遊
抄

亀
山
殿
・
朝
覲
行
幸
十
四
日
：
御
遊
、
和
歌

十
五
日
：
船
楽

十
六
日
：
鞠

＜

御
遊＞

源
有
資
、
中
御
門
宗
雅
、
土
御
門
通
頼
。

＜

船
楽＞

＜

鞠＞

不
明

建
治
三
（
一
二
七
七
）
年

二
月

と
は
ず
が
た
り

後
深
草
院
御
所
カ

鞠
、
女
楽
（
箏
・
琵

琶
・
和
琴
の
演
奏
）

＜
鞠＞

後
深
草
院
御
所
の
女
房
た
ち
。

＜
女
楽＞
四
条
隆
親
女
、
二
条
（
久
我
雅
忠
女
）、
洞
院
愔
子
。
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三　
「
序
破
急
」
が
蹴
鞠
書
に
正
式
に
記
さ
れ
た
理
由

以
上
で
は
、
鞠
足
た
ち
が
音
楽
の
「
序
破
急
」
を
蹴
鞠
に
導
入
し

た
直
接
の
原
因
と
、
そ
れ
を
導
入
す
る
際
に
役
立
っ
た
音
楽
的
素
養

を
得
る
背
景
に
つ
い
て
述
べ
た
。
し
か
し
、
十
一
・
十
二
世
紀
に
は

「
序
破
急
」
が
す
で
に
楽
曲
構
成
の
理
想
型
の
一
つ
と
し
て
音
楽
家

の
間
で
認
識
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
の
楽
書
に
は
正

式
な
説
明
が
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、

な
ぜ
十
三
世
紀
の
鞠
足
た
ち
は
「
序
破
急
」
を
蹴
鞠
書
に
正
式
に
記

し
、
そ
の
意
味
を
明
確
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

十
二
・
十
三
世
紀
は
、
芸
能
や
学
問
を
専
門
的
に
伝
承
す
る
「
家
」

が
多
く
形
成
さ
れ
、「
家
」
の
人
々
が
自
分
た
ち
の
専
門
を
「
道
」

と
捉
え
、
そ
の
軌
範
性
を
追
求
し
て
伝
書
を
作
成
し
た
時
代
で
あ

る（
（3
（

。
こ
れ
ら
の
伝
書
は
、
各
道
ご
と
に
独
自
の
性
格
を
持
っ
て
い

る
。
楽
書
に
「
序
破
急
」
と
い
う
概
念
が
正
式
に
記
さ
れ
た
時
期
が

遅
い
こ
と
は
、
楽
書
の
性
格
と
、
こ
の
時
期
の
雅
楽
の
発
展
段
階
に

密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
具
体
的
な
論
述
は
他
稿
に
譲
る
。

一
方
、
十
二
か
ら
十
三
世
紀
に
か
け
て
、
公
家
鞠
は
確
立
と
成
熟

の
道
を
歩
み
、
そ
の
知
識
を
記
す
蹴
鞠
書
は
体
系
化
の
激
動
の
過
程

を
経
験
し
た
。「
序
破
急
」
の
蹴
鞠
書
へ
の
導
入
と
そ
の
展
開
の
過

程
こ
そ
が
、
蹴
鞠
書
の
体
系
化
を
反
映
す
る
一
つ
の
事
例
で
あ
る
。

『
口
伝
集
』
は
久
安
三
〜
四
年
（
一
一
四
七
〜
四
八
）
に
成
立
し
た

蹴
鞠
書
で
あ
り
、
先
人
の
口
伝
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
す
で
に
「
帰
足
」「
延
足
」
な
ど
の
技
術
を
表
現
す
る
用
語
が
成

立
し
て
い
る
も
の
の
、
進
行
次
第
を
説
明
す
る
際
に
は
、「
は
じ
め
」

弘
安
八
（
一
二
八
五
）
年

二
月
卅
日
、
三
月
一
日
、

三
月
二
日

実
躬
卿
記

と
は
ず
が
た
り

北
山
第
・
常
磐
井
准

后
九
十
歳
御
賀

二
月
卅
日
：
舞
楽

三
月
一
日
：
管
絃
・
和

歌
・
鞠

三
月
二
日
：
管
絃
、
鞠

卅
日＜

舞
楽＞

【
地
下
】
多
久
忠
、
多
久
資
、
狛
近
康
、
豊
原
政
秋
な

ど
。

三
月
一
日＜

管
絃＞

【
天
皇
・
東
宮
・
公
卿
・
殿
上
人
】
後
宇
多
天

皇
、
煕
仁
親
王
、
藤
原
公
孝
、
藤
原
宗
冬
、
西
園
寺
実
兼
、
藤
原
公

守
、
藤
原
兼
忠
、
藤
原
実
泰
、
藤
原
信
嗣
、
源
通
顕
、
藤
原
公
衡
、
藤

原
良
教
、
花
山
院
長
雅
、
藤
原
兼
行
。

＜

鞠＞

【
天
皇
・
東
宮
・
公
卿
・
殿
上
人
】
亀
山
上
皇
、
後
宇
多
天

皇
、
煕
仁
親
王
、
鷹
司
兼
平
、
近
衛
家
基
、
二
条
為
氏
、
二
条
為
世
、

難
波
宗
継
、
源
為
雅
、
二
条
為
雄
、
花
山
院
家
教
な
ど
。【
地
下
】
賀

茂
経
久
、
紀
行
定
。

二
日
：
だ
い
た
い
一
日
と
同
じ
。
省
略
。
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「
日
入
ほ
ど
」
な
ど
、
人
の
実
際
の
活
動
や
自
然
時
間
を
そ
の
ま
ま

表
現
す
る
語
が
用
い
ら
れ
、「
序
破
急
」
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。

『
口
伝
集
』
よ
り
時
代
が
下
が
っ
て
、『
蹴
鞠
略
記
』（
承
元
三
（
一

二
○
九
）
年
）
は
、『
口
伝
集
』
の
一
部
の
記
述
を
簡
潔
化
し
、
要
点

を
把
握
し
や
す
く
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る（

（3
（

。
し
か
し
、
ま
だ
「
序

破
急
」
を
用
い
て
い
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
宝
治
二
（
一
二
四
八
）
年
以
前
に
成
立
し
た
『
一

巻
書
』
で
は
鞠
会
の
進
行
の
流
れ
を
日
常
的
言
葉
で
は
な
く
、
概
念

「
序
破
急
」
で
表
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
十

三
世
紀
末
の
『
内
外
三
時
抄
』
で
は
「
序
破
急
」
が
「
三
段
」
と
呼

ば
れ
、「
三
曲
」
や
「
四
体（

（3
（

」
な
ど
の
新
た
に
創
出
さ
れ
た
専
門
用

語
と
並
ぶ
よ
う
に
な
り
、
蹴
鞠
の
理
論
が
よ
り
系
統
的
に
整
理
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
、「
序
破
急
」
が
蹴
鞠
書
に
現

れ
た
の
は
、
突
如
と
し
て
起
こ
っ
た
現
象
で
は
な
く
、
十
二
か
ら
十

三
世
紀
に
か
け
て
蹴
鞠
書
の
体
系
化
の
流
れ
と
緊
密
に
つ
な
が
っ
て

い
る
。

な
ぜ
十
三
世
紀
に
お
い
て
蹴
鞠
書
が
十
二
世
紀
の
『
口
伝
集
』
を

超
え
て
、
多
様
な
専
門
用
語
を
創
出
し
、
体
系
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
急

速
に
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
と
い
う
と
、
後
鳥
羽
院
政
期

（
一
一
九
八
～
一
二
二
一
年
）
以
降
、
後
鳥
羽
院
・
後
嵯
峨
院
な
ど
の
天

皇
や
上
皇
、
ま
た
将
軍
で
あ
る
源
頼
家
・
源
実
朝
・
九
条
頼
経
ら
が

臨
席
し
、
あ
る
い
は
自
ら
鞠
場
に
立
っ
て
開
か
れ
る
公
式
の
鞠
会

「
晴
れ
の
鞠
会
」
が
盛
行
し
た
た
め
だ
ろ
う（

（3
（

。
こ
の
よ
う
な
鞠
会
で

は
、
設
営
や
進
行
の
作
法
な
ど
、
す
べ
て
が
故
実
に
則
っ
て
運
ば
れ

る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。「
序
破
急
」
を
含
む
専
門
用
語
は
、

晴
れ
の
鞠
会
の
進
行
を
規
範
化
す
る
う
え
で
実
用
的
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、『
一
巻
書（

（3
（

』
が
北
条
時
頼
の
蹴
鞠
師
範
で
あ
っ

た
難
波
宗
教
に
よ
っ
て
時
頼
に
献
上
さ
れ
た
蹴
鞠
書
で
あ
る
よ
う

に
、
蹴
鞠
書
の
多
く
は
教
育
を
念
頭
に
置
い
て
書
か
れ
て
い
る（

（3
（

。

「
序
破
急
」
を
含
む
専
門
用
語
は
、
蹴
鞠
の
作
法
を
弟
子
に
分
か
り

や
す
く
伝
授
す
る
上
で
役
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
も
う
一
点
留
意
し
た
い
。
現
在
公
開
さ
れ
て
い
る
蹴
鞠
の

文
献
か
ら
見
る
と
、
難
波
宗
教
の
『
一
巻
書
』
が
最
初
に
「
序
破
急
」

を
記
し
た
蹴
鞠
書
で
あ
る
。
し
か
し
、
難
波
家
と
し
ば
し
ば
対
立
し

て
い
た
蹴
鞠
道
家
・
飛
鳥
井
家
の
十
三
世
紀
末
の
蹴
鞠
書
に
も
「
序

破
急
」
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
ま
た
、
彼
ら
が
「
序
破
急
」
を

宗
教
や
難
波
家
の
特
有
の
主
張
と
し
て
批
判
す
る
記
録
は
な
い
。
そ

の
た
め
、
鞠
会
の
進
行
順
序
を
「
序
破
急
」
で
表
す
こ
と
は
、
宗
教

や
難
波
家
の
独
自
の
発
想
で
は
な
く
、
十
三
世
紀
前
半
に
は
す
で
に

鞠
足
の
間
で
広
く
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

四　

蹴
鞠
書
に
お
け
る
「
序
破
急
」
の
意
味
の
重
層
化

以
下
は
十
三
世
紀
末
に
お
い
て
「
序
破
急
」
概
念
の
意
味
の
豊
富
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化
を
考
察
す
る
。
先
述
し
た
と
お
り
、『
一
巻
書
』
に
お
け
る
「
序

破
急
」
の
基
本
的
な
意
味
は
、
鞠
会
の
流
れ
で
あ
る
。
で
は
、
鞠
会

が
具
体
的
に
一
日
の
中
で
ど
の
時
間
帯
に
催
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

『
口
伝
集
』
上
巻
第
一
条
「
蹴
鞠
時
節
事
」
に
「
剋
限
、
式（

（3
（

云
、
申

一
点
に
は
じ
む
べ
し
、
日
と
く
暮
て
、
余
興
つ
き
ず
し
て
後
会
を
ち

ぎ
る
、
い
み
し
き
也
」
と
の
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
鞠
会
は
通

常
、
申
の
刻
（
午
後
三
時
〜
五
時
）
か
ら
始
ま
り
、
日
が
暮
れ
る
頃
に

終
わ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

し
か
し
、
弘
安
九
（
一
二
八
六
）
年
の
蹴
鞠
書
『
革
匊
要
略
集
』

「
軌
儀
・
時
刻
事
」
で
は
、
一
日
の
朝
・
日
中
・
晩
景
、
そ
れ
ぞ
れ

に
鞠
を
蹴
る
場
合
も
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。

一　

時
剋
事

示
云
、
式
ニ
申
剋
ト
云
リ
、
春
ハ
ヲ
ソ
ク
始
テ
遲
ク
ハ
テ
、
夏

ハ
ト
ク
始
テ
ト
ク
ハ
ベ
シ
、
葉
懸
ニ
テ
、
鞠
不
ン

見
ヘ

之
故
也

云
々
、
是
ハ
大
方
之
儀
也
、
朝
鞠
、
日
中
、
晚
景
、
皆
有
作

法
、
可
知
ル

長
時
之
礼
也
、
但
彼
申
剋
ト
ア
ル
ハ
、
付
晚
景
之

一
途
ニ

一
被
定
也
、
朝
鞠
、
日
中
ノ
鞠
ハ
別
段
ノ
作
法
也
、
常

ハ
以
晚
景
為
時
剋
ト

一
故
也
、

（
筆
者
訳
）

師
の
飛
鳥
井
教
定
が
お
っ
し
ゃ
る
に
は
、（「
時
刻
」
は
）『
三
十

箇
条
式
』
で
は
申
の
刻
を
指
す
。
春
は
鞠
会
を
（
申
の
刻
よ
り
）

遅
く
始
め
て
遅
く
終
え
、
夏
は
（
申
の
刻
よ
り
）
早
く
始
め
て
早

く
終
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、（
夏
に
は
）
懸
の
木
の
茂
っ

た
葉
で
、（
日
が
暮
れ
る
と
）
鞠
が
見
え
な
く
な
る
た
め
で
あ
る
。

こ
う
い
う
こ
と
は
概
ね
の
規
則
で
あ
る
。
朝
、
日
中
、
晚
景
の

鞠
は
、
全
て
（
そ
れ
ぞ
れ
に
）
作
法
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
法
に

よ
っ
て
、
蹴
鞠
の
各
時
間
帯
の
ル
ー
ル
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
申
の
刻
に
始
ま
る
鞠
会
は
、
晩
景
の
鞠
で
あ
る

と
決
ま
っ
て
い
る
。（
そ
れ
と
い
う
の
も
、）
朝
・
日
中
の
鞠
に
は

他
の
作
法
が
あ
り
、（
鞠
足
た
ち
は
）
常
に
晩
景
の
鞠
を
「
時
刻
」

と
言
う
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
蹴
鞠
が
十
三
世
紀
末
期
に
至
る
ま
で
発
展
す
る
中
で
、

鞠
会
を
「
申
の
刻
〜
日
の
暮
れ
る
頃
」
と
い
う
時
間
範
囲
に
限
ら

ず
、
朝
・
日
中
・
晩
景
を
含
む
一
日
全
体
の
範
囲
で
捉
え
る
必
要
性

が
生
じ
て
い
た
。
ま
た
、
申
の
刻
か
ら
始
ま
り
、
日
の
暮
れ
る
頃
に

終
わ
る
鞠
会
は
、『
革
匊
要
略
集
』
で
は
「
晩
景
」
の
鞠
と
呼
ば
れ

て
い
る
。

そ
の
後
成
立
し
た
『
内
外
三
時
抄
』（
正
応
四
（
一
二
九
一
）
年
前
後
）

に
お
い
て
、「
序
破
急
」
の
意
味
は
晩
景
な
の
か
、
朝
・
日
中
・
晩

景
を
含
む
一
日
全
体
の
範
囲
な
の
か
と
い
う
時
間
範
囲
の
違
い
に

よ
っ
て
、
説
明
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、『
内
外
三
時
抄
』
に
お
け
る
晩
景
の
鞠
の
「
序
破
急
」
に
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に
蹴
る
べ
き
で
あ
る
。
長
く
引
き
伸
ば
し
た
声
を
出
さ
な
い
。

一
般
的
に
は
、
鞠
を
蹴
り
上
げ
る
数
は
数
え
な
い
が
、
場
合
に

よ
っ
て
は
、
人
々
の
動
き
に
し
た
が
っ
て
、
数
え
て
も
よ
い
。

鞠
も
（
身
に
）
染
み
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
な
ら
、
長
く
引
き

伸
ば
し
た
声
や
「
三
曲
」
な
ど
の
技
術
を
、
た
ま
に
試
み
て
も

差
し
支
え
な
い
。
総
じ
て
大
体
三
段
の
序
分
に
相
当
す
る
。

つ
ま
り
、
朝
鞠
は
序
分
に
相
当
す
る
。
朝
鞠
で
は
、
一
般
的
に
、
鞠

を
高
く
静
か
に
蹴
っ
て
、
巧
み
な
技
術
は
使
わ
ず
、
声
は
長
く
引
き

伸
ば
さ
ず
、
数
を
数
え
な
い
べ
き
で
あ
る
。

『
内
外
三
時
抄
』
で
は
、
こ
の
あ
と
日
中
の
鞠
に
つ
い
て
破
に
該

当
さ
せ
て
説
明
す
る
文
が
あ
っ
た
は
ず
だ
か
、
そ
の
部
分
は
残
っ
て

い
な
い
。
し
か
し
、
晩
景
の
鞠
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と
お
り
佚
文

が
あ
り
、
晩
景
の
鞠
自
体
は
三
段
に
分
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る

が
、
一
日
と
い
う
範
疇
で
考
え
れ
ば
、
急
分
に
相
当
す
る
と
記
さ
れ

て
い
る
。

『
内
外
三
時
抄
』
佚
文
、
九
ウ
・
十
オ

剋
限
春　

○
○
葉
懸
之
時
は
、
未
○
よ
り
始
て
、
早
は
つ
べ

し
、
其
故　

茂
木
な
と
梢
枝
し
げ
り
て
、
日
景
な
し
乃
○　

午

よ
り
始
と
て
も
、
葉
繁
て
あ
つ
か
ら
ず
、
晩
に
な
れ
ば
木
○
け

れ
ば
、
と
く
は
つ
べ
し
、
切
立
若
木
な
ど
の
標
、
み
じ
か
く
枝

関
す
る
説
明
は
『
一
巻
書
』
の
そ
れ
と
大
き
な
違
い
は
な
い
（『
内
外

三
時
抄
』
五
二
条
）。

一
方
、
一
日
と
い
う
時
間
範
囲
で
「
序
破
急
」
を
説
明
す
る
内
容

は
『
内
外
三
時
抄
』
の
佚
文（

（3
（

に
見
ら
れ
る
。
一
日
の
時
間
範
囲
に
お

い
て
、
朝
に
行
わ
れ
る
鞠
会
（
以
下
「
朝
鞠
」
と
略
す
）
が
「
序
」
に

相
当
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
（
濁
点
は
筆
者
）。

寝
起
□（

（3
（

□
□
そ
れ　

身
も
す
く
み
、
気
も
と
ゞ
（
引
用
者
：
こ
こ

に
「
こ
」
が
抜
け
て
い
る
か
）
ほ
り
た
る
、
其
ま
ゝ
に
て
荒
く
蹴
、

走
廻
な
ど
す
れ
ば
、
目
□
筋す

ち

弦本

、（
中
略
）、
三
曲
蹴
、
忠
を
つ

く
す
こ
と
な
し
、
中
に
立
出
て
、
鞠
高
た
か
や
か
に
、
の
ど
か

に
蹴
べ
し
、
引
声
な
ど
こ
ふ
事
な
し
、
打

う
ち
ま
か
せ任

て
は
、
か
ぞ
ふ
る

も
せ
ね
共
、
又
お
り
に
よ
る
、
人
々
の
お
も
む
く
に
し
た
が
ひ

て
、
か
ぞ
へ
も
す
べ
し
、
さ
ら
ば
鞠
も
し
み
な（

（3
（

と
せ
ば
、
引
こ

ゑ
も
、
三
曲
も
、
時
々
せ
む
も
、
何
條
事
有
哉
、
凡
は
大
体
三

段
の
序
分
也
、

（
筆
者
訳
）

朝
起
き
た
ば
か
り
の
時
は
、
体
も
こ
わ
ば
っ
て
動
き
に
く
く
、

気
も
進
ま
な
い
の
で
、
そ
の
ま
ま
荒
々
し
く
鞠
を
蹴
り
、
走
り

回
る
と
す
れ
ば
、
目
筋
弦
と
な
り
（
眩
暈
の
意
か
）、（
中
略
）、

「
三
曲
」
な
ど
の
技
術
を
使
っ
て
、
力
を
尽
く
し
て
蹴
る
こ
と

は
し
な
い
。
鞠
庭
の
真
ん
中
に
立
ち
出
て
、
鞠
を
高
く
、
静
か
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あ
ら
ば
に
て
、
庭
あ
ら
ば
に
日
影
さ
し
た
る
と
こ
ろ
に
て
は
、

夏
と
い
ふ
共
、
例
の
時
に
始
べ
し
、
冬
は
、
日
中
は
あ
た
ゝ
か

に
て
よ
く
、
夕
は
さ
む
け
れ
ば
、
と
く
は
じ
め
て
、
早
く
は
つ

べ
し
、
此
如
事
は
一
座
の
義
分
法
に
さ
す
所
也
、
懸
の
様
に
し

た
が
ひ
、
日
が
ら
に
よ
り
て
可
早
晩
、
こ
と
ち
に
膠
す
へ
か
ら

ず
、
晩
景
の
ま
り
は
、
三
段
皆
以
其
分
な
れ
ど
も
、
急
分
に
相

当
也
、

（
筆
者
訳
）

蹴
鞠
を
始
め
る
時
刻
に
つ
い
て
、
春
は
、
未
の
刻
（
午
後
一
時
〜

三
時
）
か
ら
始
め
て
、
早
め
に
終
え
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
木
の
枝
や
梢
が
伸
び
て
お
り
、
日
陰
が
な
い
正
午
の
時
で

も
、
葉
が
茂
っ
て
暑
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
夕
方
に
な
れ
ば
木

が
茂
っ
て
い
て
（
は
っ
き
り
と
見
え
な
い
の
で
）、
早
く
終
え
る
べ

き
で
あ
る
。
懸
の
木
を
臨
時
的
に
設
置
す
る
か
、
若
木
を
懸
と

す
る
が
ゆ
え
に
、
枝
が
短
い
場
合
、
ま
た
は
庭
で
鞠
会
を
す
る

か
ら
日
陰
が
あ
る
場
合
は
、
夏
と
い
っ
て
も
通
常
の
時
刻
（
申

の
刻
）
に
始
め
る
べ
き
で
あ
る
。
冬
は
、
昼
は
暖
か
く
て
良
い
。

夕
方
は
寒
い
の
で
、
早
く
始
め
て
、
早
く
終
え
る
べ
き
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
鞠
会
の
一
座
全
て
が
従
う
べ
き
道
理

で
あ
る
。
懸
の
あ
り
様
に
し
た
が
っ
て
、
日
柄
に
よ
っ
て
鞠
を

始
め
る
時
刻
を
調
整
す
べ
く
、
臨
機
応
変
の
処
置
を
と
る
べ
き

で
あ
る
。「
晩
景
の
鞠
」
の
内
部
で
は
三
段
が
す
べ
て
揃
っ
て

い
る
と
は
い
え
、（
一
日
と
い
う
範
疇
で
考
え
れ
ば
、）「
晩
景
の
鞠
」

は
急
分
に
相
当
す
る
。

左
の
図
が
示
す
と
お
り
、『
内
外
三
時
抄
』
に
お
け
る
「
序
破
急
」

の
意
味
は
「『
序
破
急
』
の
内
部
で
も
さ
ら
に
『
序
破
急
』
が
生
成

で
き
る
」
と
い
う
、
重
層
的
構
造
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

朝
鞠　
　
　

日
中
の
鞠　
　

 

晩
景（

（4
（

の
鞠
（
申
の
刻
に
始
ま
る
鞠
会
）

序　
　
　
　
　

 

破　
　
　
　
　

 

急

�　
　
　
　
　

始
め
の
頃　
　
　

 

中
頃 　
　
　

日
の
暮
れ
る
頃

　
　
　
　
　
　

 

序　
　
　
　
　

 

破 　
　
　
　
　
　

急

で
は
、『
内
外
三
時
抄
』
の
作
者
・
飛
鳥
井
雅
有
は
な
ぜ
「
序
破

急
」
の
意
味
の
重
層
化
を
試
み
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、「
序
破

急
」
の
概
念
を
柔
軟
に
さ
ま
ざ
ま
な
蹴
鞠
の
実
践
に
適
応
さ
せ
る
た

め
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
朝
鞠
に
つ
い
て
の
引
用
文
で
は
、
雅

有
が
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ
の
重
要
性
を
強
調
し
、
朝
鞠
が
全
体
的

に
「
序
破
急
」
の
「
序
」
の
雰
囲
気
に
近
く
、
そ
こ
で
無
理
や
り
に

蹴
鞠
の
技
術
や
声
、
数
な
ど
「
急
」
の
ス
タ
イ
ル
を
追
求
す
る
必
要

が
な
い
と
書
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
序
破
急
」
は
鞠
会
の
流
れ
を

教
条
的
に
規
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
時
間
、
場
所
、
全
体
的
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な
雰
囲
気
に
応
じ
て
柔
軟
に
調
整
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
公
家
鞠
の
成
熟
に
伴
い
、
異
な
る
時
間
や
場
所
で
の
さ
ま

ざ
ま
な
蹴
鞠
の
実
践
に
適
応
す
る
た
め
、「
序
破
急
」
の
概
念
も
理

論
的
に
一
層
発
展
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
、
雅
有
は
考
え
て
い
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

十
三
世
紀
後
半
は
、
実
際
に
は
「
序
破
急
」
が
蹴
鞠
の
実
践
か
ら

疎
遠
に
な
り
、
危
機
を
迎
え
て
い
る
時
期
で
あ
る（

（4
（

。『
内
外
三
時
抄
』

に
お
け
る
「
序
破
急
」
概
念
の
豊
富
化
に
は
、
こ
の
危
機
に
対
応
し

よ
う
と
す
る
意
図
も
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

本
論
文
で
は
「
序
破
急
」
の
音
楽
か
ら
蹴
鞠
の
概
念
へ
展
開
し
た

過
程
を
描
き
、
鞠
足
が
こ
の
展
開
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
た
理
由
を

検
討
し
た
。
要
す
る
に
、
お
よ
そ
十
三
世
紀
前
半
、
公
家
の
鞠
足
た

ち
は
管
絃
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
音
楽
活
動
を
通
じ
て
音
楽

的
素
養
を
得
る
中
で
、
音
楽
の
「
序
破
急
」
が
示
す
テ
ン
ポ
の
変
化

と
鞠
会
の
流
れ
と
の
類
似
性
に
着
目
し
、
こ
の
概
念
を
蹴
鞠
に
移
入

し
た
。
そ
し
て
、
蹴
鞠
書
の
体
系
化
が
進
む
中
で
、
公
家
鞠
を
自
ら

の
「
家
」
の
「
道
」
と
し
た
難
波
宗
教
は
、「
序
破
急
」
を
正
式
に

蹴
鞠
書
『
一
巻
書
』
に
記
載
し
た
。
さ
ら
に
、
十
三
世
紀
末
の
『
内

外
三
時
抄
』
に
お
い
て
は
、
飛
鳥
井
雅
有
が
「
序
破
急
」
の
概
念
を

さ
ま
ざ
ま
な
蹴
鞠
の
実
践
に
柔
軟
に
適
用
す
べ
く
、
そ
の
意
味
を
よ

り
豊
か
に
す
る
試
み
を
行
っ
た
。

最
後
に
本
稿
の
意
義
に
つ
い
て
二
点
付
言
し
て
お
く
。
第
一
に
、

公
家
鞠
が
そ
れ
以
前
の
蹴
鞠
よ
り
も
公
卿
・
殿
上
人
層
の
し
き
た
り

や
生
活
信
条
に
適
合
し
、
そ
の
創
出
は
蹴
鞠
が
階
層
を
問
わ
な
い
遊

戯（
（4
（

か
ら
公
家
が
主
導
す
る
芸
道
へ
と
転
換
す
る
う
え
で
有
益
で
あ

り
、
さ
ら
に
蹴
鞠
を
家
芸
と
す
る
難
波
家
や
飛
鳥
井
家
の
政
治
的
地

位
の
確
保
に
も
寄
与
し
た
。
し
か
し
、
鞠
足
が
蹴
鞠
に
舞
楽
や
管
絃

の
要
素
を
導
入
し
た
の
は
、
必
ず
し
も
蹴
鞠
の
社
会
的
地
位
や
、
自

身
の
政
治
的
地
位
の
向
上
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

蹴
鞠
と
い
う
芸
能
の
特
性
や
発
展
の
規
律
が
主
な
原
因
で
あ
っ
た
と

考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
鞠
足
が
舞
楽
や
管
絃
に
由
来
す
る
「
序
破
急
」
と
い

う
概
念
を
導
入
し
た
行
為
は
、
蹴
鞠
や
自
身
の
地
位
向
上
を
目
的
と

し
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
ず
、
二
章
の
表
に
よ
れ
ば
、
蹴
鞠

は
遅
く
と
も
十
一
世
紀
末
か
ら
貴
族
が
管
絃
と
と
も
に
自
ら
楽
し
ん

で
お
り
、
十
二
世
紀
初
に
は
舞
楽
や
管
絃
と
と
も
に
朝
覲
行
幸
の
日

に
行
わ
れ
て
い
た
記
録
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
鞠
足
が
「
序
破

急
」
を
取
り
入
れ
た
こ
と
で
蹴
鞠
の
社
会
的
地
位
が
向
上
し
、
そ
の

結
果
と
し
て
貴
族
が
蹴
鞠
を
愛
好
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
白
河
・
後
白
河
・
後
鳥
羽（

（4
（

を
は
じ
め
と
す
る
天
皇
や

貴
族
が
先
に
蹴
鞠
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
た
。
そ
の
影
響
で
蹴
鞠
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の
作
法
を
規
範
化
し
、
鞠
会
の
参
加
者
に
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
必

要
が
生
じ
た
。
こ
れ
に
応
じ
て
、
鞠
足
は
蹴
鞠
の
作
法
を
整
理
し
て

記
録
し
、
さ
ら
に
専
門
用
語
を
創
出
・
導
入
し
た
の
で
あ
る
。
ま

た
、
専
門
用
語
を
考
案
す
る
際
、
鞠
足
が
「
序
破
急
」
を
選
ん
だ
の

も
、
蹴
鞠
に
権
威
を
付
与
す
る
た
め
で
は
な
く
、
蹴
鞠
の
ス
ポ
ー
ツ

と
し
て
の
特
性
に
基
づ
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
に
、
本
稿
で
は
、「
序
破
急
」
の
概
念
が
『
一
巻
書
』
か
ら

『
内
外
三
時
抄
』
に
至
る
過
程
で
そ
の
意
味
が
豊
富
化
さ
れ
た
こ
と

を
論
じ
た
。
し
か
し
、
後
者
に
お
け
る
「
序
破
急
」
は
二
重
的
な
意

味
を
持
つ
と
は
い
え
、
そ
の
時
間
範
囲
は
晩
景
と
、
一
日
の
全
体

（
朝
、
日
中
、
晩
景
）
に
限
定
さ
れ
た
二
つ
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、
世
阿
弥
の
能
楽
論
に
な
る
と
、「
序
破
急
」
は
一
音
、

一
舞
か
ら
一
番
の
能
、
一
日
の
番
組
、
な
い
し
一
生
の
稽
古
の
過
程

を
表
す
こ
と
が
で
き
、
様
々
な
時
間
範
囲
に
幅
広
く
適
用
で
き
る
概

念
に
ま
で
成
長
し
て
い
る
。
蹴
鞠
に
お
け
る
「
序
破
急
」
の
二
層
的

な
時
間
範
囲
は
、
能
に
お
け
る
「
序
破
急
」
論
の
展
開
が
突
如
と
し

て
起
こ
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
、「
序
破
急
」
と
い
う
芸

道
論
概
念
の
発
展
が
連
続
的
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
ま

た
、
蹴
鞠
に
お
け
る
「
序
破
急
」
論
が
到
達
し
た
限
界
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
で
、
世
阿
弥
の
「
序
破
急
」
論
が
先
行
す
る
論
を
超
え
た

点
、
す
な
わ
ち
そ
の
革
新
的
意
義
が
一
層
明
確
に
な
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
。

本
論
文
は
、
芸
能
史
研
究
会
例
会
（
二
○
二
三
年
三
月
、
オ
ン
ラ
イ
ン

開
催
）
で
の
口
頭
発
表
の
原
稿
を
大
幅
に
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。

例
会
終
了
後
に
は
、
村
戸
弥
生
氏
よ
り
玉
稿
が
掲
載
さ
れ
た
雑
誌
二

冊
を
頂
戴
し
た
。
ま
た
そ
の
後
、
本
論
文
を
ほ
か
の
雑
誌
へ
投
稿
し

た
が
、
掲
載
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
査
読
者
よ
り
貴
重
な
ご

意
見
を
賜
っ
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
村
戸
氏
お
よ
び
査
読
者
の
方
々

に
深
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

ま
た
、
二
◯
二
二
年
に
は
大
津
平
野
神
社
に
連
絡
を
取
り
、
許
可

を
得
て
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
お
い
て
蹴
鞠
書
原
本
の
写
真
を
確

認
す
る
機
会
を
い
た
だ
い
た
。
大
津
平
野
神
社
、
東
京
大
学
史
料
編

纂
所
の
関
係
者
の
皆
様
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。

本
研
究
はJSPS

科
研
費23K

J1427

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で 

あ
る
。

注
（
１
）	

こ
れ
は
現
行
雅
楽
に
お
け
る
「
序
破
急
」
の
定
義
で
あ
る
。
た
だ
し
、

古
楽
譜
や
楽
書
を
考
察
す
る
と
、
十
三
世
紀
に
お
け
る
「
序
破
急
」
は

現
行
雅
楽
の
定
義
と
大
き
く
異
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
具
体
的

な
考
察
は
別
稿
に
譲
る
）。

（
2
）	
丹
波
明
『「
序
破
急
」
と
い
う
美
学
：
現
代
に
よ
み
が
え
る
日
本
音
楽
の

思
考
型
』
音
楽
之
友
社
、
二
○
○
四
年
。

（
3
）	

佐
々
木
香
織
「
序
破
急
概
念
の
変
遷
―
世
阿
弥
『
拾
玉
得
花
』
を
中
心
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に
―
」『
日
本
思
想
史
学
』
日
本
思
想
史
学
会
、
二
○
一
五
年
。

（
4
）	
蹴
鞠
の
歴
史
、
具
体
的
な
作
法
、
お
よ
び
作
法
を
指
導
す
る
理
論
な
ど

に
つ
い
て
記
録
す
る
伝
書
。

（
5
）	「
序
」「
破
」「
急
」
の
楽
章
を
そ
れ
ぞ
れ
単
一
の
楽
曲
と
み
な
す
場
合
、

こ
こ
で
言
う
「
楽
曲
」
は
、
実
際
に
は
「
組
曲
」、
す
な
わ
ち
一
連
の
楽

曲
の
ま
と
ま
り
を
指
し
て
い
る
。

（
6
）	

渡
辺
融
・
桑
山
浩
然
『
蹴
鞠
の
研
究
―
公
家
鞠
の
成
立
―
』
東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
九
四
年
。

（
7
）	

村
戸
弥
生
『
遊
戯
か
ら
芸
道
へ
―
日
本
中
世
に
お
け
る
芸
能
の
変
容
―
』

玉
川
大
学
出
版
部
、
二
○
○
二
年
、
九
五
頁
・
九
一
頁
・
九
一
頁
の
注

五
七
。

（
8
）	

根
本
千
聡
「
唐
楽
の
研
究
『
只
拍
子
』『
楽
拍
子
』
論
考
：
古
代
か
ら
中

世
に
か
け
て
」（『
国
際
日
本
学
』
二
○
一
七
年
）
七
八
・
七
九
頁
。
要

約
す
れ
ば
、
十
二
世
紀
の
管
絃
は
只
拍
子
、
舞
楽
は
楽
拍
子
の
演
奏
法

を
多
く
用
い
る
。管
絃
は
絃
楽
器
、舞
楽
は
打
楽
器
を
重
視
す
る
と
い
う
。

（
9
）	『
楽
家
録
』
に
「
夫
楽
者
以
序
破
急
三
曲
為
具
也
。
然
或
以
序
与
破
、
破

与
急
耳
為
一
具
者
亦
有
之
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。『
日
本
古
典
全
集
・

楽
家
録
』
巻
十
三
、
日
本
古
典
全
集
刊
行
会
、
一
九
三
五
年
、
七
○
頁
。

　

思
想
大
系
本
『
教
訓
抄
』
巻
四
「
汎
龍
舟
」
条
に
は
「
序
破
急
」
と

い
う
用
語
が
見
出
さ
れ
、
こ
の
用
語
は
「
汎
龍
舟
」
曲
全
体
の
構
成
、

ま
た
は
全
体
の
リ
ズ
ム
や
テ
ン
ポ
の
流
れ
を
指
し
て
い
る
と
解
釈
で
き

る
。
し
か
し
、
思
想
大
系
本
『
教
訓
抄
』
を
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
と

井
伊
家
旧
蔵
本
（『
雅
楽
資
料
集
』
二
松
学
舎
大
学
二
十
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ

プ
ロ
グ
ラ
ム
、
二
○
○
九
年
）
に
照
合
す
る
と
、
こ
の
箇
所
の
「
序
」

と
い
う
字
が
誤
植
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
同
じ
く
『
教
訓
抄
』
巻
四
「
獅
子
」
に
「『
序
破
急
』
体
」
と

い
う
用
語
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
こ
の
「『
序
破
急
』
体
」
は
、
楽
曲
構
成

の
型
を
意
味
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、『
教
訓
抄
』
に
こ
の
用
語

が
記
さ
れ
た
の
は
、
作
者
の
狛
近
真
が
「
獅
子
」
の
演
奏
法
を
説
明
す

る
た
め
で
あ
り
、「
序
破
急
」
を
一
つ
の
概
念
と
し
て
正
式
に
記
し
、
説

明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。

　

な
お
、
声
明
の
伝
書
『
声
明
用
心
集
』（
天
福
元
（
一
二
三
三
）
年
）

に
も
「
序
破
急
」
と
い
う
用
語
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
の
「
序

破
急
」
は
、リ
ズ
ム
や
テ
ン
ポ
の
特
徴
が
異
な
る
「
序
曲
」
と
「
破
急
曲
」

と
い
う
二
種
の
楽
曲
を
総
称
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
論
文
で
検
討
す
る

楽
曲
の
構
成
パ
タ
ー
ン
と
し
て
の
「
序
破
急
」
と
は
異
な
る
。

（
10
）	

仁
明
天
皇
大
嘗
会
か
ら
桃
園
天
皇
大
嘗
会
ま
で
、
悠
紀
主
基
風
俗
歌
舞

の
た
め
に
作
ら
れ
た
和
歌
を
収
め
る
歌
集
で
あ
る
。
現
存
す
る
の
は
江

戸
中
期
頃
の
写
本
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
写
本
は
宮
内
庁
書
陵
部

所
蔵
、
マ
イ
ク
ロ
請
求
記
号
二
○
・
九
七
四
・
五
、
国
書
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
後
朱
雀
天
皇
大
嘗
会
に

つ
い
て
は
四
五
コ
マ
で
確
認
で
き
る
。

https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100350243/45?ln=ja

（
11
）	『
増
補
史
料
大
成
・
中
右
記
』
増
補
史
料
大
成
刊
行
会
、
一
九
六
五
年
、

四
二
九
頁
。

（
12
）	『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
・
袋
草
紙
』岩
波
書
店
、一
九
九
五
年
、二
七
頁
。

（
13
）	
雅
楽
の
関
係
者
（
管
弦
に
長
け
た
貴
族
と
主
に
舞
楽
を
担
当
し
た
地
下

楽
人
の
両
方
を
含
む
）
が
大
嘗
会
風
俗
歌
舞
の
楽
所
（
大
嘗
会
の
た
め

に
設
置
さ
れ
た
臨
時
的
音
楽
機
関
、「
風
俗
所
」
と
も
呼
ぶ
）
で
勤
め
て

い
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
、『
山
槐
記
』
元
暦
元
年
八
月
廿
二
日
条
な
ど
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が
挙
げ
ら
れ
る
。
大
嘗
会
風
俗
歌
舞
の
作
曲
家
が
す
な
わ
ち
雅
楽
の
関

係
者
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

（
14
）	『
日
本
思
想
大
系
・
古
代
中
世
芸
術
論
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
、
四

八
頁
。

（
15
）	『
教
訓
抄
』「
万
秋
楽
」
条
の
原
文
に
は
、「
序
一
帖
、
拍
子
二
十
六
。
破

六
帖
、
拍
子
各
十
八
」
と
あ
る
。

　

一
方
、『
龍
鳴
抄
』「
万
秋
楽
」
条
の
原
文
は
少
し
異
な
り
、「
序
拍
子

十
八
。
二
反
す
べ
し
。
た
ゞ
し
ま
ひ
十
拍
子
た
え
た
り
。
よ
り
て
此
世

廿
六
拍
子
を
す
。
さ
れ
ば
一
反
十
八
拍
子
し
て
。
ま
た
半
帖
八
拍
子
を

か
へ
る
な
り
。
破
六
帖
。
ひ
や
う
し
を
の
々
々
十
八
」
と
あ
る
。『
龍
鳴

抄
』
に
よ
る
と
、「
万
秋
楽
」
の
「
序
」
は
「
一
反
＋
半
帖
」
で
あ
り
、

つ
ま
り
一
帖
半
の
こ
と
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、『
龍
鳴
抄
』『
教
訓
抄
』
と
も
「
序
」
を
二
十
六
拍
子
と
し

て
い
る
の
で
、
一
帖
、
一
帖
半
の
違
い
が
出
て
く
る
の
は
た
だ
帖
の
数

え
方
が
異
な
る
か
ら
だ
ろ
う
。

（
16
）	

先
述
の
と
お
り
、
十
一
世
紀
初
頭
か
ら
、
大
嘗
会
辰
日
・
巳
日
風
俗
歌

舞
の
次
第
は
定
型
化
の
方
向
へ
と
進
ん
だ
。
そ
の
た
め
、「
参
入
音
声
―

序
―

破
―

急
―

退
出
音
声
」
次
第
が
採
用
さ
れ
た
例
は
、
決
し
て
作
曲
家
が

偶
然
「
序
」
を
加
え
た
い
か
ら
加
え
た
、
と
い
う
軽
い
解
釈
で
は
済
ま

さ
れ
な
い
。
そ
の
背
後
に
は
、「
序
破
急
」
が
楽
曲
構
成
の
一
つ
の
理
想

型
で
あ
る
と
い
う
理
念
が
な
け
れ
ば
、
作
曲
家
も
こ
の
よ
う
な
改
変
を

た
め
ら
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
藤
原
忠
実
の
例
も
、
既
存
の
理
想
型
（「
序

破
急
」）
に
こ
じ
つ
け
る
形
で
楽
曲
の
演
奏
ス
タ
イ
ル
を
変
え
よ
う
と
し

た
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

実
際
、
日
本
人
が
作
曲
し
た
多
楽
章
の
唐
楽
・
高
麗
楽
曲
の
構
成
は
、

管
見
の
限
り
で
は
「
序
破
」「
破
急
」「
序
破
急
」
の
三
種
の
み
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
一
章
の
例
は
作
曲
・
演
奏
上
の
偶
然
的
な
改
変
と
見
る
よ

り
も
、
や
は
り
型
へ
の
追
求
と
考
え
る
の
が
適
切
だ
ろ
う
。
具
体
的
な

論
述
は
他
稿
に
譲
る
。

（
17
）	

村
戸
弥
生
「
難
波
宗
教
著
『
一
巻
書
』
翻
刻
な
ら
び
に
現
代
語
訳
―
大

津
平
野
神
社
蔵
難
波
家
旧
蔵
蹴
鞠
文
書
本
（
整
理
番
号
○
四
四
）
―
」（
北

陸
古
典
研
究
三
七
号
、
二
○
二
三
年
）
よ
り
引
用
し
た
。

（
18
）	

こ
こ
で
は
返
点
が
間
違
っ
て
お
り
、「
下
レ
鞠ま

り
―

高た
け

」（
鞠
高
を
下
す
）
と

読
む
べ
き
だ
ろ
う
。

（
19
）	

た
だ
し
、
後
鳥
羽
院
政
期
（
一
一
九
八
〜
一
二
二
一
年
）
以
前
と
推
定

さ
れ
る
（『
蹴
鞠
の
研
究
』
一
三
九
頁
）。

（
20
）	『
蹴
鞠
口
伝
集
』は
、桑
山
浩
然
研
究
代
表『
蹴
鞠
技
術
変
遷
の
研
究
』（
東

京
大
学
史
料
編
纂
所
、
一
九
九
二
）
に
よ
る
。「
上
・
一
六
四
」
と
い
う

の
は
『
蹴
鞠
口
伝
集
』
の
上
編
の
第
一
六
四
条
を
意
味
す
る
。

（
21
）	『
教
訓
抄
』と
い
う
書
物
自
体
は
天
福
元
年（
一
二
三
三
）に
成
立
し
、『
蹴

鞠
口
伝
集
』
よ
り
も
遅
か
っ
た
が
、
狛
近
真
が
記
し
た
内
容
は
自
ら
の

創
造
で
は
な
く
、
先
代
か
ら
伝
承
さ
れ
た
舞
の
作
法
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
一
方
、
蹴
鞠
と
い
う
、
一
見
音
楽
と
関
係
が
薄
い
芸
能
に
お
い

て
も
「
鞨
鼓
拍
子
」
な
ど
の
音
楽
用
語
が
見
ら
れ
、
足
踏
の
リ
ズ
ム
感

が
強
調
さ
れ
る
点
は
、
他
の
芸
能
（
舞
楽
）
の
影
響
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

（
22
）	
経
尊
撰
、
北
野
克
写
『
名
語
記
』
勉
誠
社
、
一
九
八
三
年
、
一
五
頁
。

（
23
）	「
管
絃
」
に
比
べ
、「
御
遊
」
は
公
的
な
性
格
を
帯
び
て
お
り
、
院
政
期

に
お
い
て
、
天
皇
や
院
が
主
催
す
る
管
絃
の
遊
興
を
指
す
こ
と
が
多
い

（
渡
辺
あ
ゆ
み
「
平
安
期
の
史
料
に
み
ら
れ
る
「
御
遊
」
の
概
念
」『
創
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価
大
学
大
学
院
紀
要
』
三
○
号
）。
た
だ
し
、
本
論
文
で
は
、「
管
絃
」

と
「
御
遊
」
を
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
に
基
づ
い
て
区
別
し
て
論
述
す
る
こ

と
は
し
な
い
。

（
24
）	

荻
美
津
夫
『
平
安
朝
音
楽
制
度
史
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
、
七
七
・

八
七
・
九
二
頁
。

（
25
）	

十
二
世
紀
の
御
賀
の
舞
人
・
楽
人
の
身
分
は
荻
氏
著
書
の
一
二
二
頁
を

参
照
で
き
る
。

（
26
）	

御
賀
以
外
に
も
、
殿
上
人
が
舞
人
と
な
る
ケ
ー
ス
と
し
て
は
、
崇
徳
天

皇
時
代
の
舞
御
覧
が
挙
げ
ら
れ
る
。
崇
徳
天
皇
の
舞
楽
愛
好
に
よ
り
、

十
二
世
紀
前
期
に
は
地
下
と
殿
上
人
が
同
じ
場
で
舞
を
競
演
す
る
舞
御

覧
が
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
舞
を
舞
う
殿
上
人
は
崇
徳
の

命
で
地
下
舞
人
か
ら
舞
を
習
っ
た
藤
原
教
長
、
藤
原
為
通
、
源
師
仲
の

数
人
に
限
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
宮
廷
以
外
で
も
、
寺
院
の
供
養
会
で
童

舞
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
童
舞
は
、
平
安
前
期
に
は
殿
上
の

童
た
ち
に
よ
っ
て
舞
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
十
一
世
紀
初
頭
か
ら
寺

院
童
舞
の
担
い
手
は
専
業
の
舞
人
の
子
に
移
り
、
さ
ら
に
十
二
世
紀
末

に
は
寺
院
の
貫
主
に
率
い
ら
れ
た
兒
や
寵
童
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。

（
土
谷
恵
『
中
世
寺
院
の
社
会
と
芸
能
』
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
一
年
、

二
六
五
頁
・
二
八
五
頁
）。

（
27
）	『
文
机
談
』巻
第
一「
成
通
、重
通
の
卿
、笛
・
琵
琶
・
音
曲
の
好
士
な
り
」。

一
方
で
、
成
通
は
舞
楽
の
伴
奏
に
つ
い
て
も
、
深
い
造
詣
が
あ
る
よ
う

に
見
え
る
（『
教
訓
抄
』
思
想
大
系
本
二
○
六
頁
）。

（
28
）	『
秦
箏
相
承
血
脈
』
群
書
類
従
第
十
二
輯
（
経
済
雑
誌
社
、
一
九
○
○
年
）

二
七
三
頁
。

（
29
）	

雅
経
が
管
絃
で
篳
篥
を
演
奏
す
る
こ
と
は
、『
明
月
記
』
建
永
元
年
八
月

五
日
・
十
九
日
・
九
月
六
日
条
、『
順
徳
院
御
記
』
建
保
四
年
十
二
月
八

日
条
に
確
認
で
き
る
。
雅
有
が
和
琴
の
上
手
で
あ
る
こ
と
は
彼
の
日
記

『
嵯
峨
の
通
ひ
』
文
永
六
年
十
月
二
日
、『
春
の
深
山
路
』
弘
安
三
年
七

月
二
十
八
日
条
に
確
認
で
き
る
。

（
30
）	

小
西
甚
一
『
中
世
の
文
芸
―
「
道
」
と
い
う
理
念
』
講
談
社
、
一
九
九

七
年
（
初
出
は
『「
道
」
―
中
世
の
理
念
』
講
談
社
、
一
九
七
五
年
）。

石
黒
吉
次
郎
『
中
世
芸
道
論
の
思
想
―
兼
好
・
世
阿
弥
・
心
敬
―
』
国

書
刊
行
会
、
一
九
九
三
年
。

（
31
）	

た
と
え
ば
、『
口
伝
集
』
で
は
蹴
鞠
を
す
る
際
の
「
腰
の
功
」「
身
持
ち
」

「
足
踏
」「
気
色
」そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
注
意
事
項
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

『
蹴
鞠
略
記
』で
は
上
記
の
注
意
事
項
が「
身
体
者
、手
持
・
足
踏
・
顔
持
・

腰
仕
等
也
」
と
い
う
一
条
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

（
32
）	「
三
曲
」
と
は
鞠
を
蹴
る
技
術
「
延
足
」「
帰
足
」「
傍
身
鞠
」
の
総
称
で

あ
る
。「
四
体
」
と
は
鞠
を
蹴
る
と
き
、「
手
持
」「
足
踏
」「
顔
持
」「
腰
仕
」

の
四
つ
の
面
の
注
意
事
項
の
総
称
で
あ
る
。『
蹴
鞠
の
研
究
』「
事
項
索
引
」

に
詳
し
い
。

（
33
）	

鎌
倉
・
京
都
両
方
で
の
晴
れ
の
会
の
盛
行
に
つ
い
て
は
『
蹴
鞠
の
研
究
』

七
六
、
七
七
頁
を
参
照
で
き
る
。

（
34
）	

宗
教
が
北
条
時
頼
の
蹴
鞠
師
範
で
あ
っ
た
こ
と
は
『
吾
妻
鏡
』
宝
治
二

年
十
一
月
十
三
日
条
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
十
六
日
条
に
は
、
宗
教
が
『
一

巻
書
』
を
時
頼
に
献
上
し
た
こ
と
が
見
ら
れ
る
。

（
35
）	『
一
巻
書
』
が
時
頼
へ
の
蹴
鞠
教
育
に
役
立
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
だ
け

で
な
く
、『
革
匊
要
略
集
』
や
『
内
外
三
時
抄
』
の
序
文
で
も
伝
書
が
果

た
す
教
育
的
役
割
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

（
36
）	「
式
」
は
藤
原
成
通
が
作
っ
た
蹴
鞠
書
『
三
十
箇
条
式
』
で
あ
り
、
初
期
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の
蹴
鞠
書
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（『
蹴
鞠
の
研
究
』
一
二
九
頁
）。

（
37
）	『
内
外
三
時
抄
』
佚
文
と
は
、
天
理
図
書
館
所
蔵
『
藤
原
孝
範
蹴
鞠
記
』

の
一
部
を
指
す
。こ
の
部
分
が『
内
外
三
時
抄
』の
特
徴
的
な
書
き
方「
朝

云
」「
昼
云
」「
夕
云
」
を
採
っ
て
い
る
た
め
、
渡
辺
融
氏
は
こ
の
部
分

が
『
内
外
三
時
抄
』
の
佚
文
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
翻
刻
は
『
蹴
鞠

の
研
究
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、『
藤
原
孝
範
蹴
鞠
記
』
は
鳥
居
大
路
家
の
旧
蔵
で
あ
る
。
鳥
居
大

路
家
蔵
書
の
影
写
本
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

書
名
「
鳥
居
大
路
良
平
氏
所
蔵
文
書
」、
請
求
記
号
三
○
七
一
・
三
六
―

一
七
―
二
。

（
38
）	『
内
外
三
時
抄
』
佚
文
は
、
欠
損
部
分
が
多
い
。『
蹴
鞠
の
研
究
』
の
翻

刻
の
凡
例
に
よ
れ
ば
、「
文
字
の
残
画
が
残
る
も
の
は
字
数
を
は
か
り
□

で
示
し
た
」
と
い
う
。

（
39
）	

こ
こ
に
「
む
」
が
抜
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

（
40
）	

蹴
鞠
書
の
「
晩
景
」
は
、
二
つ
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

一
つ
は
本
稿
で
取
り
上
げ
た
「
晩
景
の
鞠
」
の
よ
う
に
、
申
の
刻
以
降

の
時
間
帯
を
指
す
用
法
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
申
の
刻
に
始
ま
る
鞠

会
の
最
後
の
段
階
、
つ
ま
り
日
暮
れ
頃
を
指
す
。
た
と
え
ば
、『
内
外
三

時
抄
』
五
二
条
に
は
「
晩
景
に
も
な
り
、
数
に
も
成
之
時
、
初
て
た
ち

出
べ
し
…
…
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
の
「
晩
景
」
は
、
申
の
刻
に
始
ま
る

鞠
会
の
最
後
の
段
階
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。

（
41
）	

建
治
二
（
一
二
七
六
）
年
に
成
立
し
た
、『
一
巻
書
』
に
つ
い
て
難
波
宗

教
の
口
伝
を
記
載
す
る
『
一
巻
書
口
伝
』（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
、
請
求

記
号
二
○
○
―
六
）
に
は
以
下
の
文
言
が
見
ら
れ
る
。

　
　

�

口
伝
ニ
加
様
に
序
破
急
を
心
に
懸
て
け
る
べ
し
、
昔
は
如
此
た
り

と
い
へ
ど
も
今
は
惣
し
て
無
其
儀
也
、

（
42
）	

渡
辺
氏
は
公
家
鞠
以
前
の
蹴
鞠
を
「
身
分
を
問
わ
ぬ
遊
び
」
と
し
、「
摂

関
時
代
の
貴
族
に
ふ
さ
わ
し
い
雅
な
遊
び
と
は
受
け
取
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
が
、
決
し
て
貴
族
の
間
で
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
（『
蹴
鞠
の
研
究
』
三
九
・
四
○
頁
）。

（
43
）	

白
河
院
は
天
永
二
（
一
一
一
二
）
年
の
御
賀
の
際
に
鞠
会
に
臨
席
し
て

い
た
。
後
白
河
天
皇
は
在
位
中
の
保
元
三
（
一
一
五
八
）
年
に
自
ら
鞠

場
に
立
っ
た
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。後
鳥
羽
院
は
承
元
二（
一
二
〇
八
）

年
に
、
約
六
十
回
の
鞠
会
を
行
っ
て
い
た
（『
蹴
鞠
の
研
究
』
四
二
・
五

二
・
六
五
頁
）。
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